
 

 

 

 

①令和７年度国民健康保険の運営について 

1



（１）歳入 (百万円) （２）歳出 (百万円)

現計予算
R6年度

決算見込み 差額 現計予算
R6年度

決算見込み 差額

1 国民健康保険税 1,131 1,116 -15 1 総務費 141 139 -2

4 都道府県支出金 5,033 4,672 -361 2 保険給付費 4,901 4,538 -363

6 繰入金 558 569 11 3 保険事業費納付金 1,583 1,583 0

　うち、基金から繰入 76 9 -67 6 保健事業費 96 90 -6

　　子ども均等割減
免分

7 7 0 9 諸支出金 51 50 -1

- その他 52 44 -8 - その他 2 1 -1

合計 6,774 6,401 -373 合計 6,774 6,401 -373

0 0 0

令和6年度　国民健康保険特別会計決算見込み（1月末時点）

款 款

（１）歳入－（２）歳出
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国民健康保険の前期高齢者加入割合の推移

人
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・65歳から74歳までの前期高齢者の加入割合は令和４年度をピークに低下している
・前期高齢者の加入割合が高い国民健康保険には、負担の不均衡を調整するため、
他の被用者保険（社会保険等）が拠出した「前期高齢者交付金」が交付される。

・令和７年度においては、前期高齢者の加入割合の低下を要因として、この交付
額が減少する見込み。

・減少した交付金分を補填するため、令和7年度基金取り崩し額は増加する。

○前期高齢者交付金について

(基準 4月時点)
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国民健康保険特別会計款別総括表
（単位：千円）

令和6年度
A

令和7年度
B

比較 （B-A）
前年比
（％）

令和6年度
A

令和7年度
B

比較
（B-A）

前年比
（％）

1 国民健康保険税 1,131,169 1,042,574 △ 88,595 92.2 1 総務費 140,544 191,158 50,614 136.0

3 国庫支出金 415 220 △ 195 53.0 2 保険給付費 4,901,147 4,315,571 △ 585,576 88.1

4 都道府県支出金 5,032,569 4,447,481 △ 585,088 88.4 3
国民健康保険事業
費納付金

1,583,340 1,654,791 71,451 104.5

5 財産収入 400 700 300 175.0 6 保健事業費 94,091 110,499 16,408 117.4

6 繰入金 551,644 790,530 238,886 143.3 7 基金積立金 400 700 300 175.0

8 諸収入 32,503 23,595 △ 8,908 72.6 8 公債費 500 500 0 100.0

6,748,700 6,305,100 △ 443,600 93.4 9 諸支出金 27,678 30,881 3,203 111.6

10 予備費 1,000 1,000 0 100.0

6,748,700 6,305,100 △ 443,600 93.4

◎基金の状況 （単位：千円）

合計

合計

711,380

令和7年度末残高（見込）名称 令和5年度末残高 令和6年度末残高（見込） 令和7年度中増減（見込）

国民健康保険
事業調整基金

978,361 969,172 △ 257,792

款別 款別

歳 入 歳 出
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款 款
191 百万円
3 ％

1

1,042 百万円
17 ％

4,316 百万円
68 ％

4

4,447 百万円
71 ％

《内訳》

4,300 百万円
68.2%

148 百万円
2.3%

1,655 百万円
26 ％

6 繰入金
791 百万円
13 ％ 6 保険事業費 110 百万円

8 諸収入 24 百万円 9 諸支出金 31 百万円

- その他の収入 1 百万円 - その他の支出 2 百万円

6,305 百万円 6,305 百万円

国保会計　歳入歳出の関係　「令和7年度予算ベース」

（歳入-歳出）　0百万円（うち258百万円基金取崩し）

国民健康保険税

県支出金

歳入 歳出

特別交付分

総務費1

款名称

保険給付費2

3
国民健康保険
事業費納付金

普通交付分

款名称

※子ども均等割軽減繰入金は、国保事業調整基金からの繰
り入れ

R7 （単位：百万円）

県から示される標準保険税率を参考に加賀市が税率を決定

県へ納付する国民健康保険事業費納付金(医療分：介護分：
支援分)のほか、出産育児一時金・保健事業などに充てられ
る

制度改革後、これまでの財政補填的な交付金のほか、保険
給付費を受け入れる

【普通交付金】（普通交付分）
保険給付費分（出産育児一時金・葬祭費を除く）

【保険者努力支援分】（特別交付分）
保険者の医療費適正化や課題の取り組み状況により交付

【特別調整交付金】
事業に係る付金、直診施設操出金など

【都道府県繰入金】
R6年度の財政調整交付金特別交付分

【特定健康診査等負担金】
R6年度の国・県の合計

一般会計からの繰り入れ

・保険基盤安定繰入金（軽減分）
4分の3は県から交付（一般会計歳入）
・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
4分の3は県から国分も含めて交付（一般会計歳入）

・未就学児均等割保険料繰入金
4分の3は県から国分も含めて交付（一般会計歳入）

・職員給与費等繰入金

・出産育児一時金等繰入金
一般会計から3分の2を繰り入れ

・財政安定化支援事業繰入金
地方交付税の国保特別会計繰り入れ分

・産前産後保険税繰入金
4分の3は県から国分も含めて交付（一般会計歳入）

主に職員給与費、物件費、国保連合会への負担金、納税組
合助成費など

療養の給付について保険者が負担する療養給付費、療養
費、高額療養費及び出産育児一時金、葬祭費等のその他
の保険給付に係る支出の合計

平成30年度から県支出金の普通交付分が財源（出産育児
一時金・葬祭費を除く）

・療養給付費
　被保険者が診療や調剤等で保険証を利用した際、保険
者が負担すべき額（7割・8割分）
・療養費
　主に柔道整復・あんま・ﾏｯｻｰｼﾞ・針灸
・高額療養費
　被保険者が受けた療養に関する一部負担金の額が一定
の額を超えた場合、その超える額について保険者が給付
する額
・審査支払手数料
　国保連への審査支払事務委託諸経費

保険者が保険給付又は被保険者の健康の維持増進等のた
めに行う事業費（特定健診、人間ドック助成費など）

保険税還付金、直営診療施設勘定操出金など

4款共同事業拠出金、7款基金積立金、8款公債費、10款予
備費

平成30年度から県が国民健康保険事業費納付金を算定し、
市は国民健康保険税、交付金、繰入金などを財源として県に
納付する
　
　《令和7年度国民健康保険事業納付金の内訳》

　　・医療給付分　　　　　　1,179百万円

　　・後期高齢者等支援金分　　349百万円

　　・介護納付金分　　　　　　127百万円

納付金の額を基に、各市町の国保税の標準保険税率が算
定される

延滞金、第三者納付金、返納金など

3款国庫補助金（歯科疾患予防事業補助金）、5款財産収入
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②令和 6 年度及び令和 7 年度保健事業の主な取組について 
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③その他（条例等の改正、マイナ保険証利用の状況など） 
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１．税制改正大綱の概要 （①課税限度額の引上げ ②低所得世帯に対する軽減の拡大）
① 国民健康保険税の基礎賦課額に係る課税限度額を66万円(現行:65万円)に、後期高齢者支援金等課税額に係る

課税限度額を26万円(現行:24万円)に引き上げる。
② 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

㋐５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を
30.5万円(現行: 29.5万円)に引き上げる。

２．制度改正の内容

【現行】 軽減判定所得
７割軽減基準額＝基礎控除額(43万円) ＋10万円×(給与所得者等の数－1)
５割軽減基準額＝基礎控除額(43万円) ＋(29.5万円×加入者数)+

10万円×(給与所得者等の数－1)
２割軽減基準額＝基礎控除額(43万円) ＋(54.5万円×加入者数)+

10万円×(給与所得者等の数－1)

7割
軽減

5割 2割
応益分(約50％)

応能分(約50％)

保険税額

所得額

【現行】課税限度額 ( )内加賀市
基礎課税額:65万円(65万円)
後期高齢者支援金等課税額:24万円(20万円)
介護納付金課税額:17万円(17万円)

現行

【改正後】 軽減判定所得
７割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)＋ 10万円×(給与所得者等の数－1)
５割軽減基準額＝基礎控除額(43万円) ＋(30.5万円×加入者数)+

10万円×(給与所得者等の数－1)
２割軽減基準額＝基礎控除額(43万円) ＋(56万円×加入者数)+

10万円×(給与所得者等の数－1)

7割
軽減

5割 2割
② 経済動向等を踏まえ、
軽減判定所得を見直し

中間所得層の被保険者の負担に配慮した
課税限度額の引上げ

保険税額

所得額

【改正案】課税限度額 ( )内加賀市 案
基礎課税額:66万円(65万円)
後期高齢者支援金等課税額:26万円(22万円)
介護納付金課税額:17万円(17万円)

改正案

① 課税限度額の見直し

国 民 健 康 保 険 に 係 る 令 和 7 年 度 税 制 改 正 （ 案 ）

㋑２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を
56万円(現行: 54.5万円)に引き上げる。
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○マイナ保険証利用の促進に向けた取組

・加入者に対し、わかりやすいリーフレットを送付
・ホームページ、ケーブルテレビ、電子掲示板による広報
・防災訓練、エコフェスタ等のイベントにおいて特設ブース、各種会議にて利用説明会
・市医師会・歯科医師会・薬剤師会への利用促進の協力のお願い 等
次年度以降も、利用促進に向けた取組を継続する。
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出典：厚生労働省「第183回社会保障審議会医療保険部会」資料２より
　　　（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html）


